
学校における働き方改革プランの概要
（令和８年度～令和10年度）

（プランの位置付け）

教職員が、心と体の健康を維持しながら安心して働くことができる職場環境のもと、一人
一人が能力を発揮することで、学校教育の質の向上と持続可能な学校を目指します。

このほか、働きやすい環境整備のため、県教育委員会
職員一人一人の心がけも含め、関係団体への働きかけ
等の取組を行います。

• 保護者・地域住民等の理解・協力のもとでの取組推進

• 部活動改革の推進

• 教職員定数に係る国への働きかけ

教育委員会と学校とが働きやすい
環境整備を進めることによって、勤
務時間外を先生方が自分のために使
う時間にするとともに、勤務時間内
に教材研究等を行うことができる時
間を増やしていきます。

学校における働き方改革の目的（目指す姿）

目指す姿の実現に向けた取組

心と体の健康は、あらゆる活動の
土台となるものであり、持続可能な
学校を実現するために不可欠です。

この土台のもと、一人一人が能力
を発揮できるようになることで、学
校教育の質の向上につながってい
きます。

（取組期間）

※取組ごとに評価指標を設定し、進捗状況を確認しながら進めます。

県教育委員会による取組

①在校等時間の把握の徹底

②福利厚生の充実

③教職員の意識改革

⑦学校運営上のトラブルに対応する
教職員の心的負担の軽減

⑧学校の主体的取組への支援

⑨市町村教育委員会に対する支援

④外部人材の活用による業務の役割分担

⑤ ICTを活用した業務の効率化

⑥文書や調査・報告等の見直し

①在校等時間の把握の徹底

②ワーク・ライフ・バランスの推進

③心理的安全性が高い職場環境の推進

④各校の実情に応じた業務改善等の取組の推進

県立学校による取組

令和８年度～令和１０年度• 県教育委員会が、県立学校の教育職員や事務職員等を対象に実施する、学校に
おける働き方改革の推進に向けた取組や市町村教育委員会への支援等を示す
とともに、服務監督教育委員会及び公立学校において実施すべき内容を示すも
のです。

• 給特法第８条第１項「業務量管理・健康確保措置実施計画」に位置付けます。


